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おしどり荘デイサービスセンター 

通所介護・第１号通所介護事業重要事項説明書 

令和 ６年１１月 １日 現在 

当施設は介護保険の指定を受けています。 

（福井県指定 第１８７０７００２９９号） 

 

 当事業所は利用者に対して通所介護・第１号通所介護事業サービスを提供します。事業

所の概要や提供されるサービスの内容、契約上ご注意いただきたいことを次の通り説明し

ます。 

                                                                                                                             

１．事業所経営法人 

 （１）法 人 名   社会福祉法人 東陽会 

 （２）法 人 所 在 地   福井県鯖江市大野町３－１ 

 （３）電 話 番 号   ０７７８－５１－７７８０ 

    Ｆ Ａ Ｘ   ０７７８－５１－８７６０ 

（４）代 表 者 氏 名   理事長  齋藤 みどり 

 （５）設 立 年 月 日   平成１０年５月２８日 

 

２．ご利用事業所 

 （１）事業所の名称   おしどり荘デイサービスセンター 

              福井県 １８７０７００２９９ 号 

（２）サービスの種類   通所介護・第１号通所事業 

（３）施設の所在地   福井県鯖江市別司町４１－３０ 

（４）電 話 番 号   ０７７８－６５－３１２０（代表） 

             ０７７８－６５－３１２４（直通） 

（５）管 理 者   杉本 優一 

（６）サービスを提供する対象地域 

   神明地区、新横江地区、中河地区、片上地区、北中山地区、河和田地区 

      南中山地区、服間地区（上記地区以外の方でもご希望の方はご相談下さい。） 

（７）設 備 の 概 要 

  定 員  ４０名 

  食堂兼機能訓練室  １６４．４㎡ 

  浴 室  一般浴槽、チェアリフト浴 
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  相 談 コ ー ナ ー  １室 １６㎡ 

  送 迎 車  ６台 

（８）営 業 時 間 

  月曜日～土曜日 午前８時３０分～午後５時３０分 

  定休日 日曜日、年末年始（１２／３１～１／３） 

（９）サービス提供時間 

  月曜日～土曜日 午前９時００分～午後４時３０分 

  （上記以外の時間をご希望の場合はご相談下さい。） 

休日 日曜日、年末年始（１２／３１～１／３） 

(１０)職 員 体 制 

  管理者     １名（兼）  機能訓練指導員 １名以上 

  生活相談員 ２名以上   介護職員       ６名以上 

  看護職員   ２名以上             

 

３．サービス内容 

  入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認やその

他利用者に必要な日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能

の維持を図るサービスです。 
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４．利用料金  

  サービスを利用した場合の「基本料金」以下のとおりであり、お支払いいただく「利

用者負担金」は、原則として負担割合証に応じた額です。ただし、介護保険の支給限度

額を超えてサービスを利用した場合、超えた額の全額をご負担いただきます。 

 

○事業対象者・要支援者 

 基本料金 

 

 

 

 

 

 

 

加算・減算料金 

〔加算項目〕 
介護保険負担割合 

１割 ２割 ３割 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

要支援１ 
８８円／月 １７６円／月 ２６４円／月 

〃         

要支援２ 
１７６円／月 ３５２円／月 ５２８円／月 

科学的介護推進体制加算 ４０円／月 ８０円／月 １２０円／月 

送迎を行わない場合の減算 

※片道につき。 
▲４７円／回 ▲９４円／回 ▲１４１円／回 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １ヶ月あたりの基本料金、加算料金の合計に対し９．２％算定 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ヶ月当たり 

（単位：円） 

介護保険負担割合 

１割 ２割 ３割 

事業対象者 

要支援１・要支援２ 

１，７９８ 

（週１回程度） 

３，５９６ 

（週１回程度） 

５，３９４ 

（週１回程度） 

事業対象者   

要支援２ 

３，６２１ 

（週２回程度） 

７，２４２ 

（週２回程度） 

１０，８６３ 

（週２回程度） 
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○要介護者 

基本料金 

（注）心身の状況その他ご利用者のやむを得ない事情により、長時間のサービス利用が困

難な場合に限ります。 

１日当たり 

（単位：円） 

※所要時間７時間以上 

８時間未満の場合 

※所要時間６時間以上 

７時間未満の場合 

介護保険負担割合 介護保険負担割合 

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 

要介護１ ６５８ １，３１６ １，９７４ ５８４ １，１６８ １，７５２ 

 〃  ２  ７７７ １，５５４ ２，３３１ ６８９ １，３７８ ２，０６７ 

  〃  ３ ９００ １，８００ ２，７００ ７９６ １，５９２ ２，３８８ 

  〃  ４ １，０２３ ２，０４６ ３，０６９ ９０１ １，８０２ ２，７０３ 

  〃  ５ １，１４８ ２，２９６ ３，４４４ １，００８ ２，０１６ ３，０２４ 

１日当たり 

（単位：円） 

※所要時間５時間以上 

６時間未満の場合 

 ※所要時間４時間以上 

５時間未満の場合 

介護保険負担割合 介護保険負担割合 

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 

要介護１ ５７０ １，１４０ １，７１０ ３８８ ７７６ １，１６４ 

 〃  ２ ６７３ １，３４６ ２，０１９ ４４４ ８８８ １，３３２ 

  〃  ３ ７７７ １，５５４ ２，３３１ ５０２ １，００４ １，５０６ 

  〃  ４ ８８０ １，７６０ ２，６４０ ５６０ １，１２０ １，６８０ 

  〃  ５ ９８４ １，９６８ ２，９５２ ６１７ １，２３４ １，８５１ 

１日当たり 

（単位：円） 

※所要時間３時間以上 

４時間未満の場合 

※所要時間２時間以上 

 ３時間未満の場合（注） 

介護保険負担割合 介護保険負担割合 

１割 ２割 ３割 １割 ２割 ３割 

要介護１ ３７０ ７４０ １，１１０ ２７２ ５４４   ８１６ 

 〃  ２ ４２３ ８４６ １，２６９ ３１１ ６２２   ９３３ 

  〃  ３ ４７９ ９５８ １，４３７ ３５１ ７０２ １，０５３ 

  〃  ４ ５３３ １，０６６ １，５９９ ３９２ ７８４ １，１７６ 

  〃  ５ ５８８ １，１７６ １，７６４ ４３２ ８６４ １，２９６ 
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＊なおやむを得ずサービス提供時間が短くなった場合においても当初の計画上の単位

数を算定させていただきます。 

   ・当日の利用者の体調不良等の心身の状況により、やむを得ず短くなった場合 

   ・降雪等の急な気象状況の悪化等により、やむを得ず、送迎に平時よりも時間を要

し、サービス提供時間内に影響が生じた場合 

加算・減算料金 

〔加算項目〕 
介護保険負担割合 

１割 ２割 ３割 

入浴介助加算（Ⅰ） ４０円／日 ８０円／日 １２０円／日 

個別機能訓練加算（Ⅰ）イ 

個別機能訓練加算（Ⅰ）ロ 

※その日の機能訓練指導員の配置状況により料金は変わります。 

５６円／日 

７６円／日 

１１２円／日 

１５２円／日 

１６８円／日 

２２８円／日 

サービス提供体制強化加算（Ⅰ） ２２円／日 ４４円／日 ６６円／日 

科学的介護推進体制加算 ４０円／月 ８０円／月 １２０円／月 

送迎を行わない場合の減算 

※片道につき。 

▲４７円／回 ▲９４円／回 ▲１４１円／回 

中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算 所定単位数の５％ 

介護職員等処遇改善加算（Ⅰ） １ヶ月あたりの基本料金、加算料金の合計に対し９．２％算定 

 

その他の加算 

〔加算項目〕 
介護保険負担割合 

１割 ２割 ３割 

個別機能訓練加算（Ⅱ） ２０円／月 ４０円／月 ６０円／月 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅰ） 

ＡＤＬ維持等加算（Ⅱ） 

３０円／月 

６０円／月 

６０円／月 

１２０円／月 

９０円／月 

１８０円／月 

認知症加算 ６０円／日 １２０円／日 １８０円／日 

その他の費用 

食費    ５６５円 

＊当日８時以降に利用中止となった場合には、食費の請求をさせていただきます。    

おやつ代 ５０円 

 連絡帳代 ５０円／冊 

オムツ代  尿とりパット  （小）    ３０円／枚 

           〃       （大）    ６０円／枚 
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リハビリパンツ         １００円／枚 

      紙オムツ          １３０円／枚 

 マスク代 １５円／枚 

クラブ活動材料費            実費 

野外行事参加費            実費 

その他立替費用                 実費 

 入浴代（※要介護状態区分が事業対象者および要支援者のご利用者のみ）５００円／回 

 

５．利用料金の支払い 

４に定める利用料金は１ヶ月ごとに計算し、合計額を現金または口座引き落としの方

法で月末までにお支払い下さい。 

支払いを受けた時は、領収書を発行します。（領収書の再発行は致しませんのでご注意

下さい。） 

 

６．サービスの利用にあたっての留意事項 

  サービスのご利用にあたってご留意いただきたいことは、以下のとおりです。 

（１）風邪等病気の際はサービスの提供をお断りすることがあります。 

（２）当日の健康チェックの結果、体調が悪い場合、入浴の中止等をすることがありま

す。 

（３）ご利用中に体調が悪くなった場合、サービスを中止することがあります。その  

場合ご家族に連絡の上、お迎えをお願いすることがあります。また、必要に応じて

速やかに主治医に連絡を取る等必要な措置を講じます。 

（４）故意に施設もしくは物品に損害を与えない。又は、これを持ち出さない。 

（５）他利用者様やスタッフ等に対して暴力行為、またセクシャルハラスメントやパワ

ーハラスメントなどの行為があった場合、サービスを中止させていただくことがあ

ります。 

 

 

【緊急連絡先】 

氏名      続柄 

 

住所      電話番号 
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【主治医】 

病院または診療所名    医師名 

 

 住所      電話番号 

７．事故発生時の対応 

   事故が発生したら、速やかに管理者に報告します。管理者は利用者の家族、主治医に

連絡すると同時に、関係市町村と連携して対応致します。 

 

８．苦情処理の体制及び手順 

利用者からの相談、苦情等に対応する窓口を設置し、担当者が迅速に対応します。解

決が困難な場合には第三者委員の立ち合いに基づき、解決を図ります。 

相談・要望・苦情等の窓口 

おしどり荘デイサービスセンター 電話番号 ０７７８－６５－３１２４ 

担当：管理者 杉本 優一 

     受付時間 月曜日～土曜日 ９：００～１７：００ 

鯖江市役所 長寿福祉課 

  〒９１６－８６６６ 鯖江市西山町１３－１ 

  電話番号 ０７７８－５３－２２１８ 

 越前市役所 福祉保健部 長寿福祉課 介護保険室 

  〒９１５－８５３０ 越前市府中１丁目１３－７ 

  電話番号 ０７７８－２２－３７１５ 

福井県国民健康保険団体連合会 

  〒９１０－０８４３ 福井市西開発４丁目２０２－１福井県自治会館４階 

  電話番号 ０７７６－５７－１６１４ 

福井県社会福祉協議会運営適正化委員会 

  〒９１０－００２６ 福井市光陽２－３－２２ 

  電話番号 ０７７６－２４－２３４７ 

９．非常災害対策 

  事業者は、当事業所の所在する地域の環境及び利用者の特性に応じて、事象別の非常

災害に関する具体的計画として災害時対応マニュアルを策定しております。 

 

１０．第三者評価の実施状況 

   現在、実施していません。 
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個人情報の使用等に係る説明書 

 以下に定める条件のとおり、おしどり荘デイサービスセンターは利用者本人及び身元引

受人、家族の個人情報を下記の利用目的の必要最低限の範囲内で使用、提供、又は収集す

ることをお約束いたします。 

１．利用期間  介護サービス提供に必要な期間及び契約期間に準じます。 

２．利用目的 

 （１）介護保険における介護認定の更新、変更のため。 

 （２）ご利用に関わる介護計画（ケアプラン）・個別機能訓練計画を立案し、円滑にサー

ビスが提供されるために実施するサービス担当者会議での情報提供のため。 

 （３）医療機関、福祉事業者、介護支援専門員、介護サービス事業者、自治体（保険者）、

その他社会福祉団体等との連絡調整のため。 

 （４）利用者が医療サービスの利用を希望している場合、及び主治医等の意見を求める

必要のある場合。 

 （５）利用者の利用する介護事業所内のカンファレンスのため。 

 （６）行政からの要請などに応える場合。 

 （７）その他サービス提供で必要な場合。 

 （８）上記各号に関わらず、緊急を要する時の連絡等の場合。 

３．使用条件 

 （１）個人情報の提供は必要最低限とし、サービス提供に関わる目的以外には決して利

用しない。また、利用者とのサービス利用に関わる契約の締結前からサービス終了

後においても、第三者に漏らさない。 

 （２）個人情報を使用した会議の内容や相手方などについて経過を記録し、請求があれ

ば開示する。 

４．肖像権及び施設内におけるボランティア・実習生との交流 

 （１）事業所においてはその性格上、他利用者のご家族、見学者、施設管理に関する業

者等の施設への出入りがあります。 

 （２）当法人では、ホームページ・インスタグラム等にて、利用者の皆様の日常のご様

子を関係方面にお知らせしております。その場合、利用者のお写真を掲載させてい

ただく場合があります。 

 （３）当法人では、各種資格取得を目指す学生等の実習を行う場として施設を提供して

おります。この実習への情報提供及び実習生による介助を提供する場合があります。 

社会福祉法人 東陽会  理事長 齋藤 みどり 

「別紙１」 
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事業所利用時のリスク説明書 

 

 当事業所では、利用者に快適な生活を過ごして頂きたく、安全な環境作りに努めていま

すが、利用者の健康状態や病気に伴う様々な症状、あるいは日常生活の中で予期せぬ危険

性が生じる事を十分ご理解下さい。 

 

１．事業所の健康管理体制 

 ①当事業所は生活の場であり、病院と同じような治療はできません。 

 ②利用者の病状が急に悪化した場合、当事業所の看護師等スタッフの判断で緊急に病院

へ搬送を行う場合があります。 

 

２．予測される危険性 

 ①身体拘束は原則として行わないため、転倒・転落による事故の可能性があります。例

えば、歩行時の転倒、ベッドや椅子からの転落等による骨折・外傷、頭蓋内損傷の恐

れがあります。 

②高齢者の骨はもろく寝返りや、咳やくしゃみ等でも容易に骨折する恐れがあります。 

 ③常用薬の使用により、出血、血圧や血糖値の変動が生じやすくなる場合があります。 

 ④高齢者の皮膚は弱く、少しの摩擦で表皮剥離ができやすい状態にあります。 

 ⑤高齢者の血管は脆く、軽度の打撲であっても、皮下出血ができやすい状態にあります。 

 ⑥加齢や認知症の症状により、水分や食物を飲み込む力が低下し、誤嚥・誤飲・窒息の

危険性が高い状態にあります。 

⑦義歯を遺失したり、場合により飲み込まれる事もあります。また、開口を拒まれる場

合は、口腔清掃が不十分になることがあります。 

⑧高齢者であることにより脳や心臓の疾患等で、急変して急死・突然死される場合もあ

ります。 

⑨事業所を利用の際、指輪等は外しておいて下さい。紛失、欠損等について責任を負い

かねます。 

※ おしどり荘デイサービスセンタースタッフ一同、上記危険性を十分把握し努めて参

りますので、ご理解頂きたいと思います。 

  

社会福祉法人 東陽会 

                         おしどり荘デイサービスセンター 

「別紙２」 
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重要事項説明書及び各事項同意書 

 

 通所介護の利用にあたり、利用者または代理人に対して本書面に基づき重要事項及び各

事項の説明を行いましたので、署名・押印の上、各自保有するものとします。 

 

  令和   年   月   日 

 

 事 業 者 住 所  鯖江市別司町４１－３０ 

 事 業 者 名     社会福祉法人 東陽会 

 事 業 所 名     おしどり荘デイサービスセンター 

福井県指定番号   １８７０７００２９９ 

    説  明  者                 印 

 

□ １．本書面に基づいて、重要事項の説明を受け、おしどり荘デイサービスセンターの

サービス提供開始に同意します。 

□ ２．本書面「別紙１」に基づいて、個人情報に関わる利用目的の説明を受け、その内

容に同意します。 

□ ３．本書面「別紙１」に基づいて、利用者の顔写真についてホームページ・施設内掲

示・インスタグラム等への掲載を承諾します。 

□ ４．本書面「別紙２」に基づいて、施設利用時のリスクについて説明を受け、十分に

理解しました。 

  

 

利 用 者   住  所 

 

氏   名 

 

家族又は代理人   住  所 

 

氏   名 

（利用者との関係：          ） 

 


